
【公民】第２章「個人の尊重と日本国憲法」（Ｐ３３～７０）

基 本 的 な 学 習 内 容 ③

３年 氏名（ ）

【人権と日本国憲法 ③】 （教科書Ｐ４２～４３）

① 日本国憲法の柱の１つで、戦争を放棄し世界 ①

の恒久平和のために努力するという原理を何

というか。

② ①の原理は、日本国憲法では第何条に書かれ ②
第 条

ているか。

③ 日本の国を防衛するために活動しているもの ③

は何か。

④ ③は日本国憲法の「戦力を持たない」という ④

言葉に反しないとされている。③は「必要最

低限度の何」と定められているか。

⑤ 日本が防衛のためにアメリカとの間で結 ⑤
条約

んでいる条約は何か。

⑥ ⑤が結ばれたのは西暦何年か。 ⑥
年

⑦ ⑤を結ぶことで、特に沖縄に多く配置さ ⑦

れたものは何か。



⑧ ③は、国連の「平和維持活動」に参加するこ ⑧

とがある。この「平和維持活動」の略称は何

か。

⑨ 世界で唯一の被爆国として、「核兵器を持たず、 ⑨

つくらず、持ちこませず」を日本は原則とし

ている。この原則を何というか。

【人権と共生社会 ①】 （教科書Ｐ４４～４７）

⑩ 自由で人間らしく生きていくために保障され ⑩

ている権利をまとめて何というか。

⑪ ⑩の権利は、憲法１３条でどのような原理に ⑪

基づいているか。

⑫ １９８９年に国際連合で採択され ⑫
条約

た子どもの人権を守る条約は何か。

⑬ すべての人は平等で、平等なあつかいを受け ⑬
権

る権利がある。この権利を何というか。

⑭ ⑬の権利は、日本国憲法では第何条に規定さ ⑭
第 条

れているか。

⑮ アイヌの人々の文化を守るために、 ⑮

１９９７年に制定されたものは何

か。


